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○ 建 設 省 告 示 第   号 
建 築 基 準 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 五 年 政 令 第 三 百 三 十 八 号 ） 第 百 四 十 四 条 第 六 号 の 規 定 に 基 づ き 、 遊 戯 施 設 の

非 常 止 め 装 置 の 構 造 方 法 を 次 の よ う に 定 め る 。 

平 成  年  月   日 

                                     建 設 大 臣 中 山 正 暉 

  遊 戯 施 設 の 非 常 止 め 装 置 の 構 造 方 法 を 定 め る 件 

 遊 戯 施 設 の 非 常 止 め 装 置 の 構 造 方 法 は 、 平 成 十 二 年 建 設 省 告 示 第   号 の 別 表 第 一 （ 以 下 「 別 表 第 一 」

と い う 。 ） の 遊 戯 施 設 の 種 類 の 欄 各 項 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 定 常 走 行 速 度 及 び
こ う

勾 配 が そ れ ぞ れ 同 表 の 定 常 走

行 速 度 の 欄 及 び
こ う

勾 配 の 欄 各 項 に 掲 げ る 数 値 以 下 の 遊 戯 施 設 及 び 同 告 示 の 別 表 第 二 の 遊 戯 施 設 の 種 類 の 欄 各

項 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 定 常 円 周 速 度 及 び 傾 斜 角 度 が そ れ ぞ れ 同 表 の 定 常 円 周 速 度 の 欄 及 び 傾 斜 角 度 の 欄 各

項 に 掲 げ る 数 値 以 下 の 遊 戯 施 設 （ 別 表 第 一 項 に 掲 げ る 遊 戯 施 設 そ の 他 動 力 の 切 断 、 駆 動 装 置 の 故 障 等 に よ

り 客 席 に い る 人 が 危 害 を 受 け る お そ れ の あ る 事 故 が 発 生 し 、 又 は 発 生 す る お そ れ の な い 遊 戯 施 設 を 除 く 。 ） に

つ い て 、 次 に 定 め る も の と す る 。 
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一 客 席 部 分 の 走 行 速 度 、 円 周 速 度 及 び 傾 斜 角 度 が 、 そ れ ぞ れ 通 常 の 走 行 又 は 回 転 に お け る 速 度 又 は 角 度

を 超 え た 場 合 に 客 席 部 分 を 制 止 す る 装 置 を 設 け る こ と 。 た だ し 、 動 力 を 切 っ た 場 合 に お い て 客 席 部 分 が

加 速 せ ず 、 か つ 、 安 全 に 停 止 す る 構 造 の も の に あ っ て は 、 動 力 を 切 る 装 置 と す る こ と が で き る 。 

二 動 力 が 切 れ た 場 合 又 は 駆 動 装 置 に 故 障 が 生 じ た 場 合 に 、 加 速 す る か 、 又 は 通 常 の 走 行 又 は 回 転 の 方 向

と 逆 の 方 向 に 走 行 又 は 回 転 す る お そ れ が あ る も の に あ っ て は 、 加 速 又 は 逆 の 方 向 へ の 走 行 又 は 回 転 を 防

止 す る 装 置 を 設 け る こ と 。 

三 油 圧 式 の 駆 動 装 置 に よ る 遊 戯 施 設 に あ っ て は 、 次 に 掲 げ る 装 置 を 設 け る こ と 。 

イ 遊 戯 施 設 の 運 転 中 に 油 圧 が 異 常 に 増 大 し た 場 合 に 、 自 動 的 に 作 動 し 、 か つ 、 作 動 圧 力 （ ポ ン プ か ら

の 吐 出 圧 力 を い う 。 ） を 定 格 圧 力 （ 積 載 荷 重 と 作 用 さ せ て 連 続 し て 使 用 で き る 最 高 圧 力 を い う 。 ） の

一 ・ 二 五 倍 を 超 え な い よ う に す る 装 置 

ロ パ ワ ー シ リ ン ダ ー で 客 席 部 分 を 支 持 し て 昇 降 さ せ る 構 造 の も の に あ っ て は 、 圧 力 配 管 、 油 圧 ゴ ム ホ

ー ス 、 ポ ン プ 等 が 破 損 し た 場 合 に 客 席 部 分 の 急 激 な 降 下 を 防 止 す る 装 置 

ハ 油 温 を 摂 氏 五 度 以 上 摂 氏 六 十 度 以 下 に 保 つ た め の 装 置 
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ニ プ ラ ン ジ ャ ー 及 び パ ワ ー シ リ ン ダ ー に あ っ て は 、 ス ト ロ ー ク の 離 脱 を 防 止 す る 装 置 
四 一 の 軌 道 上 に 二 以 上 の 客 席 部 分 （ 複 数 の 客 席 部 分 が 連 結 さ れ て 走 行 す る も の に あ っ て は 、 こ れ を 一 の

客 席 部 分 と み な す 。 ） が 同 時 に 走 行 す る 遊 戯 施 設 に あ っ て は 、 追 突 を 防 止 す る 装 置 を 設 け る こ と 。 

   附 則 

 こ の 告 示 は 、 平 成 十 二 年 六 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

 


